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◆◇◆ 市外へ引っ越しをする方は、転出の手続きをしてください。◆◇◆ 

 

 

ホールでグランドピアノを弾いてみよう♪（練習形式） 

■と き ５月５日（火） 

■時 間 午前９時００分～午後９時００分 

■ところ 磐田市民文化会館 大ホール（磐田市二之宮東 3-2） 

■対 象 市内在住または在勤、在学の方 

■内 容 グランドピアノ（スタインウェイ）を１人１時間以内で使用 

■定 員 12 人（希望する時間帯を先着順により決定） 

■使用料 1,000 円/人 

■申 込 ４月５日（日）午前９時 00 分から直接文化振興課へ使用料を添えて申し込む。（申込書は文化振興課）

原則月曜休館。定員に達し次第締め切り。 

問い合わせ先 文化振興センター ℡：0538－35－6861  /  FAX：0538－35－4310 

原動機付自転車のオリジナルナンバープレートの交付を開始します 

合併 10 周年を記念して原動機付自転車オリジナルナンバープレートの交付を開始します。購入や名義変更

に伴う登録のほか、無地のナンバープレートからの交換も無料で受け付けます。 

■交付開始日時 ４月２日（木） 午前８時３０分から 

■交 付 場 所  本庁舎市税課、各支所市民生活課 

■交付対象者  ①購入や譲り受けなどにより、対象車種の車両を新たに磐田市で登録する方 

        ②磐田市に対象車種の車両登録があり、オリジナルナンバープレートへの交換を希望する方

■注意事項   ・事前申し込み、郵送での申し込みはできません。 

        ・ナンバープレートの番号は受付順です。番号を選ぶことはできません。 

        ・本庁舎では各車種（50cc 以下、90cc 以下、125cc 以下）のオリジナルナンバープ

レートを 1 番から交付します。交付開始日の８時 30 分時点で交付申請者が 2 人以上

いる場合は、抽選により受付順を決定します。抽選は車両 1 台に付き 1 回です。（抽選

会場：本庁舎 1 階第 1 会議室） 

        ・交換の場合、番号が変わります（自賠責保険の変更手続きは、加入保険会社にご確認く

ださい） 

        ・下記の申請書類など必要な持ち物を確認してお越しください。 

 
申請種別 持ち物 

新規登録 ■販売証明書 ■認印 ■本人確認書類 

譲り受け（未廃車） 
■譲渡証明書 ■ナンバープレート 

■標識交付証明書 ■認印 ■本人確認書類 

譲り受け（廃車済） ■譲渡証明書 ■廃車申告受付書 ■認印 ■本人確認書類 

交換 ■ナンバープレート ■標識交付証明書 ■認印 ■本人確認書類 

 

 

 

 

 

 

＊本人または同一世帯以外の方が申請をする場合は委任状が必要です。 

問い合わせ先 市税課 ℡：0538－37－3767 ／  FAX：0538－33－7715 
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５（日） まきの歯科クリニック 袋井市浅名 678-1 0538-23-0130 

１２（日） 山本歯科医院 袋井市栄町 9-3 0538-43-2725 

１９（日） 磐田市立総合病院歯科口腔外科 磐田市大久保 512-３ 0538-38-5000 

２６（日） スマイル歯科 袋井市浅羽 114-3 0538-23-6480 

★休日救急歯科診療は医師の都合などで変更することがあります。 

確認は、磐田消防署ダイヤル医療情報 0538-37-0124 へ。 

 

 
 

 

    
 
 

 日曜・祝日・年末年始 毎 日 

診療時間 
9:00～12:00 

14:00～17:00 
19:30～22:30 

診療科目 内科・小児科・外科 
内科・小児科 

★夜間の外科診療はできません 

お口の健康は命を守る！ 

歯と歯肉の健診を受けましょう！ 

【歯周病ってどんな病気？】 

 歯周病は、細菌の感染による病気です。歯と歯肉の境目の手入れが行き届かないと歯肉が炎症を起こし、赤くなっ

たり腫れたりします。痛みはないまま悪化することも多く、歯を支える土台が溶けて歯が動くようになり、最終的

には歯が抜けてしまいます。 

【歯周病と他の病気との関係】        

 歯周病は、糖尿病・心筋梗塞・脳血管疾患・がんなど全身の病気の原因になったり、逆に全身の病気が歯周病を悪

化させたり、互いに影響しあっています。また、妊娠している女性が歯周病の場合、低体重児出産や早産の危険度

が高くなることも指摘されています。     

歯周病は予防も治療も可能です。年に１回の健診がおすすめです！ 
【歯と歯肉の健診 無料で受診のチャンスです！】 

●対象者 

４０歳（S５０．４．１～S５１．３．３１生）  ６０歳（S３０．４．１～S３１．３．３１生） 

５０歳（S４０．４．１～S４１．３．３１生）  ７０歳（S２０．４．１～S２１．３．３１生） 

●受診費用：無料（自己負担なし） 

●実施期間：4 月 1 日（水）～来年 1 月 30 日（土） 

●実施医療機関：無料受診券に記載の協力歯科医院 

●申込み手順（40 歳の方には無料受診券送付済み） 

 ①電話で健康増進課に申し込む 

 ②無料受診券が自宅に届く 

 ③市内協力歯科医院に予約し、受診する 

問い合わせ先 健康増進課 ℡：0538－37－2013 ／ FAX：0538－35－4586 

４月の休日救急歯科診療 

地域連携小児休日診療 

夜間・休日急患診療 ★急患センターでの診療は急で比較的軽い症状の受診になります。

◆ところ：磐田市急患センター（上大之郷 51） ℡: 0538-32-5267 
※上記の時間以外は、磐田市立総合病院へ 

◆診療時間／9:00～12:00 

担当医師：鈴木 東洋 

◆と き：４月 2６日（日）10:00～12:00 

◆ところ：磐田市立総合病院（大久保 512-3） ℡：0538-38-5000 
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